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令和８年度離職者等再就職訓練業務仕様書（第２回）

１ 業務内容

本業務の内容は、職業訓練、就職支援及びこれに伴う以下の業務とする。

（１） 受講者の出欠席の管理及び指導

（２） 訓練の指導記録の作成

（３） 受講証明書及び職業訓練受講給付金等に係る事務及び事務補助

（４） 受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導

（５） 受講者の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理

（６） 受講者の中途退校に係る事務処理

（７） 受講証明書、欠課届、添付証明書等の提出に係る事務補助

（８） 災害発生時の連絡

（９） 訓練実施状況の把握及び報告

（10） 受講者の能力習得状況の把握及び報告

（11） 訓練生募集活動への協力

（12） 必要に応じた訓練受講希望者の選考への参加

（13） 就職支援（ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを含む。）

（14） 入校式、修了式及びそれに伴うオリエンテーション

（15） 託児サービスの提供（託児サービスを設定した場合のみ。）

（16） その他県が必要と認める事項

２ 募集する訓練コース・対象者

募集するコースの訓練科名、定員、地域、訓練（募集）期間、各訓練科の対象者及び訓

練目標は、別紙３「訓練計画」のとおりとする。

３ 訓練内容

（１）訓練内容は、職業能力開発促進法施行規則第９条に規定する短期課程の普通職業

訓練として離職者等に対し再就職に必要な知識・技能等の職業能力を付与するも

のとする。

なお、離職者等委託訓練については、以下のいずれにも該当しないものとする。

ア 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても

一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・

向上するに過ぎないもの、通常の就職に当たって特別の教育訓練を要しないもの。

イ 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。

ウ 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定し

た雇用・起業等に結び付くことが期待し難いもの。

エ 業務独占又は名称独占的資格の存する職業に係るものであって、当該資格取得に

資するために１年以上の訓練コース設定が必要なもの。

（２） 訓練時間等は以下のとおりとする。

ア １週間の訓練日数は５日とする。

イ １日の標準の訓練時間は、休憩時間等を除き離職者等委託訓練（混合訓練含む）

で６時間とする。なお、１単位時間を４５分以上６０分未満とする場合にあたって

は、当該１単位時間を１時間とみなす。

ウ 総訓練時間は、離職者等委託訓練（混合訓練含む）の場合、３箇月コースで３５

８時間（ＰＣスキルアップ・Ｗｅｂ管理科は３４６時間）、６箇月コースで７０６

時間とする。

なお、離職者等委託訓練のＰＣスキルアップ・Ｗｅｂ管理科における訓練月数を

同じくするコースの訓練時間数との差分の１２時間については、公共職業安定所

とも連携し、受講者の就職促進のための取り組みに充てること。

エ 入校式、修了式（各１時間）及び公共職業安定所で就職相談を受ける時間は訓練

別紙１
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時間に含まれない。

（３）離職者等委託訓練の介護職員初任者研修科は、「秋田県介護職員初任者研修事業者

指定及び事業実施に関する要綱」に定める各科目の時間数を満たすように設定す

ること。

（４）離職者等委託訓練の介護実務者研修科は、介護福祉士学校における医療的ケアの

教育及び実務者研修関係通知（平成 23 年 10 月 28 日 23 文科高第 721 号、社援発

1028 第２号通知）に基づき実施するものであること。

（５）混合訓練は、パソコン初級科において障害者の訓練を同時に実施するものであり、

障害者の訓練の修了要件は、学科・実技の別無く、総訓練時間の８０％以上とする

こと。

（６）訓練カリキュラムは、県の標準カリキュラムの訓練内容を参考に作成すること。

４ 訓練実施施設・設備

（１）訓練実施施設（以下「訓練会場」という。）は訓練計画地域内（市町村内）に確保

できること。なお、企画提案書提出以降の訓練施設の変更は原則認められないもの

とするが、真にやむを得ない事情により、訓練会場を変更する必要が生じた場合

は、事前に技術専門校と協議すること。

（２）訓練会場は、以下により受託者が確保すること。

ア 受講者数に応じて訓練が適切に行うことができるスペースと、昼食や休憩が可能

なスペースを有する環境等を備えていること。

イ 就職支援など受講者と個別面談を行うための就職相談室を確保することとし、個

人情報保護の観点から独立した部屋とすること。

ウ 教室面積は 1 人あたり１．６５㎡以上確保するほか、施設・設備等は職業訓練の

実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号）に基

づく求職者支援訓練の認定基準に準じるものとすること。

エ 感染症等の拡大防止のため、状況に応じて適切に対策を講じること。

（３）訓練で使用するコンピュータシステムは、以下により受託者が確保すること。

ア パソコンは１人１台の割合で設置し、ソフトウェアは導入台数及び使用目的に対

応した正規のライセンスを有すること。

イ プリンターは１０人に１台（レーザープリンターの場合は３０人に１台）以上の

割合で設置し、パソコンに接続できること。

ウ パソコンのＯＳ（Windows）は訓練期間中、メーカーサポートの対象となるバー

ジョンであること。また、ソフトウェア（office 等）は各々企画提案募集要領等

の公開日現在でサポート対象であること。（パソコン・事務系コースのみ）

エ ビデオプロジェクター等を使用して、講師のパソコンの画面を受講者が確認でき

ること。（パソコン・事務系コースのみ）

オ インターネットの接続が必要な訓練内容の場合、訓練期間中に全てのパソコンが

インターネットに接続できること。（パソコン・事務系コースのみ）

５ 運営・指導体制

（１）訓練全般に対する責任者及び事務担当者を設置すること。責任者と事務担当者の兼務

は可とするが、事務担当者は、技術専門校及び受講者からの問合せ等に常時、迅速に

対応できる者であること。

（２）訓練の指導を担当する者は、職業訓練指導員免許を有する者又は学歴、実務経験等

の要件に適合するなど、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者とする

こと。なお、学歴、実務経験等の要件に適合するとは、職業能力開発促進法（（昭

和 44 年法律第 64 号。以下「能開法」という。）第３０条の２第２項の規定に該当

する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者（担当する科目

の訓練内容に関する実務経験を５年以上有する者、学歴又は資格によって担当する

科目の訓練内容に関する指導能力を明らかに有すると判断される者等職業訓練の適

切な指導が可能な者を含む。）であること。



- 3 -

（３）訓練を指導する者の配置は、訓練内容が実技のものにあっては１５人に１人以上

（デジタル分野の訓練コースは２０人に１人以上）、学科のものにあっては概ね

３０人に１人以上を配置すること。

また、訓練を指導する者を複数配置する場合は、訓練コース毎に主に訓練を指導す

る者を配置すること。なお、企画提案書提出以降訓練を指導する者の変更は原則認

められません。真にやむを得ない事情により、訓練を指導する者を変更する必要が生

じた場合、また、指導する者を追加する場合は、事前に技術専門校と協議すること。

（４）キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士（１級又は２級）又

は能開法第 28 条第１項に規定する職業訓練指導員免許を保有する者を最低１人配

置し、訓練受講者に対して、キャリアコンサルティング及び能力評価を実施するこ

と。社内に有資格者がいない場合は、外部のキャリアコンサルタント等に委託する

など、予め有資格者を確保すること。

（５）訓練受講者に対して就職支援を行う就職支援責任者を訓練会場に配置し、訓練実施

日数のうち５０％以上の日数は、全日、当該訓練の就職支援責任者が当該訓練会場

にて業務を行うこと。なお、就職支援責任者は、（４）の資格のうちいずれか１つ

以上を取得している者が望ましい。

６ 委託費等

（１）委託費は、個々の経費の積み上げによる訓練実施経費と、訓練科ごとに規定される

費用の和により算出するものとする。

ア 訓練実施経費

訓練受講者１名につき１月当たりの上限額は、以下のとおりとする。

ただし、託児サービスに係る委託費の単価は、委託先機関自らが訓練生のみに対

して託児サービスを提供する場合は個々の積み上げによる実費とし、それ以外は託

児サービス提供機関における一般の利用者の利用単価と同額とすること。

イ 訓練科により加算される費用

※１ 職場見学等推進費 （令和８年度委託訓練業務説明会資料「委託訓練経費の支払い

について」３（２）参照）

１人の訓練生につき、２箇所以上（上限は総訓練時間の２割以内とし、６時

区 分 １人１月当たりの上限額（外税）

委託

訓練費

知識等習得コース（令和８

年９月３０日までに開講

するコース）

５３，０００円

知識等習得コース（令和

８年１０月１日以降に開

講するコース）

５６，０００円

混合訓練における障害者

分
６４，０００円

託児サービス経費 ６６，０００円

区 分 支払い額（外税）

職場見学等推進費 ※１ 介護系訓練 １０，０００円／人

デジタル訓練促進費

（DX推進スキル標準対応

コース） ※２

デジタル分野の訓練 ５，０００円／人・月

デジタル訓練促進費（デ

ジタル資格コース）※３

デジタル分野の訓練 １０，０００円／人・月

デジタル職場実習推進費

※４

デジタル分野の訓練 ２０，０００円／人
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時間以上とする）で企業実習等を行った場合に委託費に加算され、訓練修了

後に「職場見学等実施率」が８０％以上の場合に支払われる。

※２ デジタル訓練促進費（DXスキル標準対応コース）（「委託訓練経費の支払いにつ

いて」４（４）、令和８年度離職者等委託訓練の実施要領11（６）エ参照）

「DX推進スキル標準」において整理された共通スキルリストのカテゴリーであ

る「ビジネス変革」、「データ活用」、「テクノロジー」、「セキュリティ」

のうち、複数のカテゴリーの学習項目が科目に盛り込まれたカリキュラムとな

っている場合に支払う。（１つのカテゴリーのみ盛り込まれている場合は該当

しない）。

なお、デジタルスキル標準の内容については、以下ウェブサイト（※）を参照

のこと。※経済産業省ウェブサイト「デジタルスキル標準」

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/skill_standard/main.htm

l

※３ デジタル訓練促進費（デジタル資格コース）（「委託訓練経費の支払いについ

て」４（５）、令和８年度離職者等委託訓練の実施要領11（６）エ参照）

ソフトウェア開発やWEBプログラミング、ネットワーク構築、システム運用管

理、ネットワークセキュリティ対策、WEBデザイン等に係る技能等を付与する

訓練で、IT関係ではITスキル標準（ITSS）で定めるレベル１以上の資格（NPO

法人スキル標準ユーザー協会が作成する「ITSSのキャリアフレームワークと認

定試験・資格とのマップ」に掲載されているものとする。）、WEBデザイン関係

では別表１に該当する資格の取得を目標とするコースにおいて、就職率

７０％以上かつ資格取得率３５％以上（WEBデザイン関係は資格取得率が

５０％以上）の場合に、資格取得率及び就職実績確定後に別途、支払う。

※４ デジタル職場実習推進費 （「委託訓練経費の支払いについて」３（５）参照）

上記※４又は※５の要件に該当するコースにおいて、２週間以上１箇月未満、

１日の訓練時間の全て企業実習を実施した場合、かつ、訓練修了時点で「職場

実習出席率」が８０％以上の場合に支払う。

（２）委託費のほか、就職実績確定後に以下の就職支援経費が支給される。

知識等習得コース

※就職率の算定方法は「委託訓練経費の支払いについて」４（１）エ参照

混合訓練における障害者

（３）契約保証金については、秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第１７７

条から第１７９条の規定による。

７ 訓練の中止

（１）受講者数は、訓練定員に関わらず応募状況等により増減する場合があり、受講申

込締切時点で応募者がいなかった場合（０人）は、当該訓練コースの実施を中止

とし、技術専門校が委託契約を解除する。また、受講申込締切時点で、応募者数

が訓練定員（混合訓練の場合は障害者分を除いた定員をいう。（２）において同

じ。）の６割未満の場合は、委託事業者は当該訓練コースの実施に関して技術専

門校と協議を行うことができるものとし、その協議状況により訓練を中止する場

実 績 １人１月当たりの額（外税）

就職率８０％以上 ２０，０００円

就職率６０％～８０％未満 １０，０００円

就職率６０％未満 支給なし

実 績 １人１月当たりの額（外税）

就職者１人当たり ２０，０００円
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合は委託事業者が委託契約の解除申請をする。いずれの場合も、技術専門校は、

中止によって生じる損害補償は行わない。

（２）受講申込締切時点で、応募者が訓練定員の６割未満の場合であっても、協議によ

り委託事業者が当該訓練コースを実施することになった場合は、追加募集を行う

など、技術専門校は更なる受講者の確保に努めるものとする。

８ 留意事項

（１）受託者は、技術専門校の要請に応じて、訓練生の募集活動へ協力するほか、技術

専門校が行う受講者の選考に参加すること。

（２）受講者を、訓練に関係のない業務に従事させないこと。

（３）受講者本人の所有に帰するテキスト代等は、受講者本人の負担となることから、

訓練に真に必要なものに限定するとともに低廉な額となるよう配慮すること。な

お、テキストは受託者が一括して購入し、代金の徴収及び領収書の発行等を行う

こと。また、受講辞退者が出た場合の返品処理等は受託者の責任において行うこ

と。

（４）取得目標資格欄に記載した資格の受験にあたっては、受験希望者が訓練期間中に

訓練会場内で受験できるよう配慮すること。（企画提案書の場所と異なる場合

は、技術専門校と協議すること。）

（５）公共職業安定所に提出する受講者の受講届・通所届、受講証明書等に関する業務

は技術専門校が行うものとする。なお、職業訓練受講給付金支給申請書等への受

講証明は受託者が行うものとする。

（６）受託者は、公共職業安定所と連携を図りながら、訓練期間中及び訓練終了後を通

じ受講者を就職させるための就職促進に努めること。また、訓練期間中に設定さ

れた就職活動日には、受講者全員に公共職業安定所の職業相談を受けさせるこ

と。

（７）受託者は、技術専門校との連絡を緊密に行い、受講者への伝達事項を確実に伝達

し、必要に応じて指導すること。また、時間割、カリキュラム、就職支援実施計

画表など訓練に関する書類は募集開始前に技術専門校へ提出するほか、受講者に

対して十分説明すること。

（８）職場実習を伴う訓練の実施にあたっては、原則実習開始の２週間前までに技術専

門校に実習先一覧表を提出すること。また、受託者は、実習開始の７日前までに

実習先施設等と書面により再委託契約を締結し、当該契約書の写し及び実習日程

表を５日前までに技術専門校に提出するほか、契約書には、実習内容、実習期

間、実習時間、受講者の管理体制等を明記すること。

（９）職場実習については、実習先の訓練日誌等の写しを提出すること。

（10）職場実習での労働災害保険加入について、受託者は、技術専門校が手続きを行う

旨の説明を受講者に対して行うこと。

（11）個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づき、受講者の個人

情報の取扱いに十分留意すること。

（12）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）第５

条及び第８条に基づき、障害者（同法第２条第１号の障害者をいう。）から現に

社会的障壁（同法第２条第２号の社会的障壁をいう。）の除去を必要としている

旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき

は、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢

及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去（自ら設置する施設の構造の改善及

び設備の整備、関係職員に対する研修等）の実施について必要かつ合理的な配慮

をすること。なお、過重な負担となる場合は、合理的配慮の提供義務に反しない

ものの、他の方法で社会的障壁の除去ができないか当該障害者及び技術専門校と

ともに解決策の検討に努めること。

（13）「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修」の委託契約を

締結する日において有効な受講証明書を有する者が委託先機関に在籍しているこ
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と又は委託先機関がＩＳＯ２９９９３（公式教育外の学習サービス－サービス要

求事項）及びＩＳＯ２１００１（教育機関－教育機関のためのマネジメントシス

テム－要求事項及び利用の手引）を取得していることを委託の原則とする。

また、平成３０年度より実施している「公的職業訓練に関する職業訓練サービス

ガイドライン適合事業所認定」について、同認定の取得を委託の際の加点要素とす

るので、訓練の質の向上に努めること。

（14）訓練受講者のデジタルリテラシー習得を促進するため、その必要性・重要性を周

知することにより、デジタルリテラシー習得の意欲を喚起するとともに、独立行

政法人情報処理推進機構 IPA が運営する、自らデジタルリテラシーやデジタルス

キルを基礎から学び、身に付けることができるポータルサイト「マナビ DX（デラ

ックス）」の使い方（無料講座の検索方法等）等を周知すること。

また、全ての訓練受講者に別紙４「デジタルリテラシーについて 」を配付すると

ともに（白黒、両面等の形式は自由）、併せて別紙５のリーフレットを配付し、厚

労省ホームページには別紙４のカラー版が掲載されていることを周知すること。

（15）訓練受講者が各訓練分野の就職に必要なデジタルリテラシーを実践により身に付

けるため、それぞれの訓練分野の特性を踏まえたデジタルリテラシーを含むカリ

キュラムを設定すること。

なお、デジタルリテラシーを含むカリキュラムの例をまとめた様式１０「デジタル

リテラシーを含むカリキュラムチェックシート」及び別紙６「DX リテラシー標準

の項目の一覧」を参考に、各訓練分野において就職に必要と考えられるデジタルリ

テラシーを検討し、DX リテラシー標準のいずれかの項目に該当する内容を含むカ

リキュラムを設定すること。

また、カリキュラムは３（２）ウの時間内で設定すること。

９ 託児サービス

１の業務内容の(15)託児サービスの提供の詳細については、以下のとおりとする。

（１）託児サービスの提供方法

次のいずれかの方法により託児サービスを提供すること。

ア 訓練会場内において、受託者自ら又は委託により託児サービスを提供する。

イ 訓練会場外において、受託者自ら又は委託により託児サービスを提供する。

その場合、原則として受講者自らが施設外託児サービス提供施設まで児童の送

迎を行うものとする。また、訓練会場には受講者と施設外託児サービス提供機関

との間で児童の引き渡しを行う場所を設け、施設外託児サービス提供機関は送迎

中の安全に配慮のうえ、その場所まで児童の送迎を行うことも可能とする。実施

する場合は、事前に技術専門校と協議すること。

（２）託児サービスの提供機関

託児を提供する機関は、次のいずれにも該当する機関であること。

ア 次のいずれかの施設において託児サービスを実施すること。

・保育所（保育所型認定こども園を含む）（児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準を満たしているものであって、原則として保育所で行われる一時預かり事業に限

る。）

・小規模保育事業（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生

労働省令第 61 号）を満たしているものであって、原則として小規模保育事業で行

われる一時預かり事業に限る。ただし、これにより難い場合は、別途協議する。）

・家庭的保育事業（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を満たしているも

のであって、原則として家庭的保育事業で行われる一時預かり事業に限る。ただ

し、これにより難い場合は、別途協議する。）

・幼保連携型認定こども園（幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を満たしているものであって、原則として幼保連携型認定こども

園で行われる一時預かり事業に限る。ただし、これにより難い場合は、別途協議す

る。）
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・認可外保育施設（幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園及び企業主導

型保育施設を含む。）（認可外保育施設指導監督基準を満たしているものに限

る。）

・一時預かり事業を行う施設（児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）に

規定する基準を満たしているものに限る。）

イ 託児サービス提供機関自らが、託児中の事故等に備え、傷害保険、賠償責任保険

等に加入すること（保育を受ける児童及び保育者の双方を対象としたもの）。

ウ 児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること。

（３）託児サービスの提供内容

①訓練時間中及び休憩時間中に、児童福祉法に定める保育所並びに小規模保育事業、

家庭的保育事業、一時預かり事業を行う施設及び就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）に定める保育所

型認定こども園においては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23

年厚生労働省令第 63 号）を満たす保育内容（授乳・補水補助を含む）を、同法に

定める幼保連携型認定こども園においては、幼保連携型認定こども園の学級の編

制、職員、設備及び運営に関する基準（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働

省令第１号）を満たす保育内容（授乳・補水補助を含む）を、同法に定める幼稚園

型認定こども園及び地方裁量型認定こども園、認可外保育施設においては、認可外

保育施設に対する指導監督の実施について（令和６年４月 10 日付けこども家庭庁

成育局長通知こ成保第 230 号）を満たす保育内容（授乳・補水補助を含む）を提供

すること。

②託児サービスの利用対象者は、小学校就学の始期に達するまでの乳児・幼児の保護

者であり、訓練を受講することによって当該児童を保育することができない者、か

つ、同居親族その他の者が当該児童を保育することができない者であって、技術専

門校が託児サービスの利用が必要であると認めた者とする。

③託児サービスの提供施設については、訓練開催地に設定すること。なお、受講者が

託児サービスを利用する際の利便性を考慮の上、訓練開催地に複数の施設を設定す

る他、隣接する市町村の施設と併せて複数の施設を設定することも可能とする。た

だし、託児サービスの受入可能人数は、設定する全ての施設の合計人数で５名以内

とすること。

④訓練開始前の具体の手順については、１０ページの託児サービス付委託訓練フロー

によること。

⑤託児サービスの実施にあたっては、所定の様式により日誌を作成し、技術専門校に

報告すること。

⑥託児サービス利用者に対する利用料は、無料とする。ただし、託児サービス利用料

に含まれない食事、軽食（ミルク、おやつを含む。）代、おむつ代等の実費分につ

いては、託児サービス利用者の負担とする。

⑦委託により託児サービスを提供する場合は、開講前に託児サービス提供機関と書面

により再委託契約を締結することとし、当該契約書の写しを技術専門校に提出する

こと。

⑧託児サービスの提供内容及び利用者負担額については、訓練生募集の際に必ず書面

において周知すること。

（４）託児サービスの利用希望者がいない場合は、託児サービスの提供は行わないこと

とし、技術専門校は、それにより生じる損害補償は行わない。

１０ その他

当該仕様書のほか、令和８年度委託訓練業務説明会（令和８年１月２０日）で配布

した令和８年度離職者等委託訓練の実施要領等に則り訓練を実施すること。

＜別表１＞６（１）イ ※３デジタル訓練促進費（デジタル資格コース）の対象となる資格
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1 WEBクリエイター能力認定試験（エキスパート）

2 Illustrator クリエイター能力認定試験（エキスパート）

3 Photoshop クリエイター能力認定試験（エキスパート）

4 Web検定（デザイン、ディレクション、プロデュース）

5 CG-ARTS検定（CGクリエイター検定（エキスパート）、Webデザイナー

検定（エキスパート）、画像処理エンジニア検定（エキスパート）、

CGエンジニア検定（エキスパート）、マルチメディア検定（エキスパ

ート））

6 アドビ認定プロフェッショナル（Photoshop、Illustrator、Premiere

Pro)

7 ウェブデザイン技術検定 １～３級
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